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第２章

　2011年3月11日14時46分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の国内観
測史上最大の地震が発生した。マグニチュード9.0という強い揺れは、地震のみならず、
津波、原子力発電所事故、電力供給制約等の様々な事象を引き起こし、これらが複合的
に関連し、中小企業にも広範かつ甚大な影響が生じた。2011年3月23日に内閣府が
公表した7道県を対象とした試算結果によると、インフラ等への直接被害額は約16～
25兆円と、阪神・淡路大震災の際に国土庁が試算した直接被害額の約9.6兆円を大幅
に上回り、今回の東日本大震災の被害の大きさがうかがえる1。その被害の態様は様々
であり、全ての実態が明らかとなっていないが、津波による影響、地震による影響、原
子力発電所事故による影響、電力供給制約による影響、その他の全国的な影響に大別し
て捉えることができる。
　第1-2-1図①は、被災地域の企業数等を示したものであるが、今回の震災では、津波
の影響を受けた地域（以下「津波被災地域」という）には、約8万社2、地震の影響を
受けた地域（以下「地震被災地域」という）には約74万社3、原子力発電所事故の避難
区域等4には約8千社5、（株）東京電力（以下「東京電力」という）管内都県には約145
万社6が存在している。

1　7道県とは、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県をいう。
内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議震災対応特別会合資料－東北地方太平洋沖地震のマクロ経済的影響の分析－」を参照。
詳細は、http://www5.cao.go.jp/keizai/bousai/pdf/keizaitekieikyou.pdf 。

2　 東日本大震災により、災害救助法を適用した市町村（2011年3月24日時点）のうち、国土地理院が4月18日に公表した「津波による浸水範囲の面積（概略値）につい
て（第5報）」により、津波の浸水を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県の39市町村を集計した。そのうち仙台市については、宮城野区、若林区、太白区を集計
した。

3　 東日本大震災により、災害救助法を適用した市町村（2011年3月24日時点）のうち、国土地理院が4月18日に公表した「津波による浸水範囲の面積（概略値）につい
て（第5報）｣ により、津波の浸水を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県の39市町村を除いた市町村及び仙台市青葉区、仙台市泉区を集計した。

4　ここでいう原子力発電所事故の避難区域等とは、原子力災害対策特別措置法に基づいて設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域をいう。
5　 原子力発電所事故の避難区域等を含む市町村として、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の
全域を集計した。

6　茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県を集計した。
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さらに、第1-2-1図②は、各被災地域をより詳細に特定し、かつ、被災した企業及び事
業所を規模別に分解したものである。これによると、企業数は、津波被災地域で約3万
8千社1、地震被災地域で約78万社2、原子力発電所事故の避難区域等で約5千社3、東
京電力管内で約136万社4存在し、被災地域においても中小企業が企業数のほとんどを
占めていたことが分かる。

1　国土地理院が2011年4月18日に公開した浸水範囲概況図により判明した浸水範囲を含む調査区を集計した。
2　 東日本大震災により災害救助法の適用を受けた市町村（2011年3月24日時点）から、国土地理院が2011年4月18日に公開した浸水範囲概況図により判明した浸水
範囲を含む調査区を除いた地域を集計した。

3　原子力災害対策特別措置法に基づいて設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域を集計した。
4　栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県の富士川以東を集計した。
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$�ƒ  被災地域の企業数、製造品出荷額等、商品販売額 

④東京電力管内都県4

商品販売額
（2007年）

製造品出荷額等
（2008年）

262.9 兆円

111.6 兆円

1,454,598社企業数
（2009年）

①津波被災地域1

商品販売額
（2007年）

製造品出荷額等
（2008年）

7.4 兆円

4.4 兆円

75,098社企業数
（2009年）

②地震被災地域2

商品販売額
（2007年）

製造品出荷額等
（2008年）

206.5 兆円

35.6 兆円

742,462社企業数
（2009年）

③原子力発電所事故の避難区域等3

商品販売額
（2007年）

製造品出荷額等
（2008年）

0.3 兆円

0.3 兆円

7,503社企業数
（2009年）

～津波の影響を受けた地域には約8万社、地震の影響を受けた地域には約74万社、原子力発電所事故の避難区域等には約8千社、東京電力管内都県には約145万社が存
在している～

資料：総務省「平成21年経済センサス - 基礎調査」、経済産業省「平成20年工業統計表」、「平成19年商業統計表」
（注） １． 東日本大震災により、災害救助法を適用した市町村（2011年3月24日時点）のうち、国土地理院が4月18日に公表した ｢津波による浸水範囲の面積（概略値）

について（第5報）」により、津波の浸水を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県の39市町村を集計した。そのうち仙台市については、宮城野区、若林区、
太白区を集計した。

 ２． 東日本大震災により、災害救助法を適用した市町村（2011年3月24日時点）のうち、国土地理院が4月18日に公表した「津波による浸水範囲の面積（概略値）
について（第5報）｣ により、津波の浸水を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県の39市町村を除いた市町村及び仙台市青葉区、仙台市泉区を集計した。

 ３． 原子力発電所事故の避難区域等を含む市町村として、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯
舘村の全域を集計した。

 ４．茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県を集計した。
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　また、第1-2-2図は、青森県、岩手県、宮城県、福島県が把握している商工業等の被
害額を示したものであるが、青森県では378億円、岩手県では1,661億円、宮城県で
は7,300億円、福島県では3,597億円と、工業、商業、観光業全てにおいて、大きな
被害が発生した7。
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$�„  被災地域の企業数、事業所数

企業数

津波被災地域1

地震被災地域2

原子力発電所事故の
避難区域等3

東京電力管内4

中小企業数 大企業数 中小企業の
割合（％）

事業所数

津波被災地域1

地震被災地域2

原子力発電所事故の
避難区域等3

東京電力管内4

38,005

779,261

5,341

1,360,159

46,089

978,722

6,476

1,697,591

37,972

774,058

5,339

1,353,941

41,816

850,386

5,845

1,482,741

33

5,203

2

6,218

4,273

128,336

631

214,850

99.9

99.3

100.0

99.5

90.7

86.9

90.3

87.3

中小企業の
事業所数

大企業の
事業所数

中小企業の
事業所の割合（％）
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7　 青森県については、商工会議所・商工会からの報告があった被害額のみを集計している。
岩手県、宮城県、福島県については、工場は、工業統計を基礎として、各地域の被害状況を勘案して推計している。商業は、沿岸市町村の商店（建物・商品）につい
て商業統計を基礎として、各地域の被害状況を勘案して推計している。観光は、沿岸市町村宿泊施設について、建築着工統計（宿泊業用建築物単価）を基礎として、
各地域の被害状況を勘案して推計している。
被害状況は公表された時点のものであり、今後変更される可能性がある。



30 2011 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan

�H��	· 東日本大震災の中小企業への影響

�H����������
$  津波被災地域における企業及び就業者の業種別割合

農林漁業 建設業 製造業 卸売業，小売業 宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業 その他

津波被災地域

全国

0.5

0.4

13.4 7.4 27.0 13.2 11.6 26.9

12.3 10.6 24.8 14.3 9.6 28.0

0% 100%

（１）企業の業種別割合

～津波被災地域では、全国と比較して、企業数では、製造業の割合が低く、建設業、卸売業，小売業、生活関連サービス業，娯楽業の割合が高い傾向にある。また、全
国と比較して、漁業、建設業、卸売・小売業に就業する者の割合が高い傾向にある～

資料：総務省「平成21年経済センサス - 基礎調査」
（注）  産業分類は、2007年11月改訂のものに従っており、その他は、産業大分類における、鉱業 , 採石業 , 砂利採取業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、

運輸業 , 郵便業、金融業 , 保険業、不動産業 , 物品賃貸業、学術研究 , 専門・技術サービス業、教育 , 学習支援業、医療 , 福祉、複合サービス事業、サービス業（他
に分類されないもの）の合計である。

　第1-2-1図①で見たとおり、津波被災地域には、
約8万社の企業が存在するが、企業及び就業者の
業種別割合には、どのような特徴があるのであろ
うか。第1-2-4図により、津波被災地域と全国を

比較すると、企業数では、製造業の割合が低く、
建設業、卸売業，小売業、生活関連サービス業，
娯楽業の割合が高い一方、就業者数では、漁業、
建設業、卸売・小売業の割合が高くなっている。

�H����������
$  青森県、岩手県、宮城県、福島県における都市雇用圏（2005年）
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～津波被災地域には、生活面、経済面双方から見て小規模な都市雇用圏が点在している～

資料：都市雇用圏ホームページより中小企業庁作成
（注）  都市雇用圏とは、おおむね①人口集中地区の人口が1万人以上で、②周辺市町村から中心市町村への通勤率（通勤者数 /就業者数）が10％以上の圏域であり、単一

の市町村を越えて形成される通勤圏を表し、このような都市雇用圏は我が国全体で251ある。
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（１）企業の業種別割合

資料：総務省「平成21年経済センサス - 基礎調査」
（注）  産業分類は、2007年11月改訂のものに従っており、その他は、産業大分類における、鉱業 , 採石業 , 砂利採取業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、

運輸業 , 郵便業、金融業 , 保険業、不動産業 , 物品賃貸業、学術研究 , 専門・技術サービス業、教育 , 学習支援業、医療 , 福祉、複合サービス事業、サービス業（他
に分類されないもの）の合計である。

�H����������
$  地震被災地域の企業及び就業者の業種別割合
～地震被災地域では、東京都を除くと、全国の業種構成と比較して、製造業の割合が低く、建設業、卸売業 , 小売業、生活関連サービス業 , 娯楽業の割合が高い傾向にあ
る。また、全国と比較して、農林業、製造業の就業者の割合が高い傾向にある～
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（２）就業者の業種別割合

資料：総務省「平成17年国勢調査」
（注）  産業分類は、2002年3月改訂のものに従っており、その他は、産業大分類における、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、金融・保険業、

不動産業、飲食店 , 宿泊業、医療 , 福祉、教育 , 学習支援業、複合サービス事業、サービス業（他に分類されないもの）、公務、分類不能の産業の合計である。

※ 地震被災地域とは、東日本大震災により、災害救助法を適用した市町村（2011年3月24日時点）のうち、国土地理院が4月18日に公表した「津波による浸水範囲の
面積（概略値）について（第5報）｣ により、津波の浸水を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県の39市町村を除いた市町村及び仙台市青葉区、仙台市泉区を集計した。

農林業 漁業 建設業 製造業 卸売・小売業 その他

0% 100%
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　第1-2-1図①では、地震被災地域では、約74万
社の企業が存在することを示したが、企業及び就
業者の業種別割合には、どのような傾向が見られ
るのであろうか。第1-2-8図により、 東京都を除く
6県と全国を比較すると、企業数では、製造業の

割合が低く、建設業、卸売業，小売業、生活関連
サービス業，娯楽業の割合が高い一方、就業者数
では、農林業、製造業の割合が高くなっている。
また、東京都と全国を比較すると、企業数では製
造業、就業者数では卸売・小売業の割合がやや高
くなっている。
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　以上、津波、地震の影響を受けた地域の特徴及
び津波、地震の中小企業への影響について見てき
たが、政府としては、被災地域の一刻も早い復興
のために、引き続き中小企業支援に万全を期して

いく。
　続く第3節では、今回の震災の影響により発生
した原子力発電所事故の影響について見ていく。
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　今回の津波及び地震によって被害を受けた企業の中には、緊急事態に備えてBCPを策定していたことにより
早期復旧を果たした企業も存在しており、平時からBCPの策定を行い、緊急時の被害を最小限にとどめるため
の事業活動の方法・手段等を取り決めておくこと、企業間で積極的に連携することの重要性が改めて認識された。
こうした中、政府では、引き続き中小企業におけるBCP策定を促進するための取組を行っている。

コラム1-2-2図　中小企業におけるBCP策定の重要性
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● BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）
BCPとは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害
を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべ
き活動や緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計画をいう。

【中小企業のBCP策定促進に向けた取組】
●  中小企業庁では、中小企業へのBCPの普及を目的として、中小企業BCP策定運用指針1を策定し公
表している。

●  また、BCPを策定する際のポイントを整理し、様々な業種の災害対応事例を紹介した 「中小企業の
事業継続計画（BCP）＜災害対応事例からみるポイント＞2」を取りまとめた。
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　以上、原子力発電所事故の避難区域等では、全
国、福島県と比較して建設業の企業、就業者の割
合が高いこと、全国のサプライチェーンに影響を
及ぼし得る中小企業が存在することなどを示して
きた。これまで見てきたように、原子力発電所周
辺の避難区域等では、企業の事業活動が困難とな

り、先行きの見通しも立たない状況になっており、
避難区域等の周辺で生産された商品では、取引の
停滞や取りやめが発生するなど、津波、地震によ
る被害とは異なる対応が必要となっており、被災
中小企業のために特別な支援を行っていくことが
重要である11。

11　コラム1-2-4を参照。
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　第3節で見たように、原子力発電所事故による影響は、避難区域等のみならず全国の中小企業に及んでおり、
特別な金融支援、雇用支援、経営支援、風評被害への対応支援、仮払補償を実施等を行っている。

コラム1-2-4図　原子力発電所事故による影響を受けた中小企業に対する特別支援
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【特別な金融支援】
警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に事業所を有し、その移転を余儀なくされる中小企業
等に対して、福島県内の移転先において事業を維持するために必要な事業資金を、（独）中小企業基盤整
備機構の高度化融資スキームを活用して、２０年を上限に無利子無担保で貸付。

＊ この他、（株）日本政策金融公庫、（株）商工組合中央金庫による東日本大震災復興特別貸付（利子補給
により実質無利子化）、信用保証協会による東日本大震災復興緊急保証が利用可能。

【雇用支援、経営支援】
福島県内で、重点分野雇用創造事業による雇用創出、経済産業省・厚生労働省・福島県による産業界への
地元雇用の要請、中小企業団体等による雇用機会の創出、福島県内の企業の事業継続のための支援等を
実施。

【風評被害への対応支援】
日本から製品を輸出する際、製品の放射線検査を希望する輸出事業者に対して、指定検査機関で検査を受
ける場合に、検査費用を補助（2011年度第1次補正予算約7億円：補助率は中小企業9/10・大企業
1/2）。

【原子力災害被災中小企業者に対する仮払い補償の実施】
①仮払い対象：避難区域等1において中小企業者が被った営業損害
②仮払い金額：粗利額2（2011年3月12日～5月末日の相当分）の1/2（上限は250万円）
③必要書類：（1）粗利額を証する書類3

 （2）避難区域等において2011年3月12日時点で事業を営んでいたことの証憑等
④請求受付：2011年6月1日から開始
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原子力発電所事故の発生直後から利用者へのガス供給を再開した企業

　福島県南相馬市の相馬ガス株式会社（従業員30名、資本金9,600万円）はグループ企業とともに、都市ガス、
LPガス、ガソリンスタンド等のエネルギー事業を経営している。
　原子力発電所事故によって管内が屋内退避地域に指定され、住民や社員の多くが避難し、都市ガス原料や石油
製品の輸送が滞ったが、都市ガス等利用者1万軒の対応に備え、市民ボランティアの協力を得るなどして、震災
直後から営業を再開した。
　現在は、緊急時避難準備区域となったが、いまだ売上見通しを立てにくい状況の中でも、同社の渋佐克之社長
は、「エネルギー事業は、大切なインフラの一部であるという信念を持っている。今後も、利用者がいる限り、
事業を継続していく。」と話す。
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Case

　東日本大震災を受けて、東京電力の原子力発
電所、火力発電所、送電設備等が被災し、3月
の平日の平均的な電力需要のピーク4,700万
キロワットに対して、同社の供給力が震災直後
に3,100万キロワットにまで落ち込み、3月

14日から28日にかけて計画停電が実施され
た。ここでは、計画停電の影響を受けた地域の
特徴、電力供給制約の中小企業への影響につい
て分析を行う。

�Ô�-�h���?�w�è�¹�›	!�Z�h�•�¬�w�›�Ã

　計画停電は、第1-2-1図①で見たとおり、首都
圏が含め約145万社が立地する地域に影響を及ぼ
した。第1-2-12図は、東京電力管内都県の企業及

び就業者の業種別割合を全国と比較したものであ
る。企業数、就業者数ともに、卸売業、小売業の
割合が高く、全国と比べて大きな違いは見られな
い。

第４節 電力供給制約の影響

速やかに生産ラインを復旧させ全面稼働した企業

　福島県相馬市の株式会社アリーナ（従業員200名、資本金1,000万円）は、電子機器部品組立製造を行う企
業で、チップ電子部品を基板に取り付ける技術で世界最先端の実績を誇っている。この技術は、世界有数の携帯
電話製造企業の製品にも活かされており、当社の部品は全世界の携帯電話の約20％の製品に供給されている。
　同社の生産が止まると、取引先に大きな影響が出ることから、大震災直後、直ちに社内に災害対策本部を設置
し、社員と家族の安否や家屋等の被災状況の把握、社員への支援体制の確立、工場復旧のためのプロジェクトチー
ムの立ち上げを実施した。また、毎日状況報告会を実施し、情報の共有化に努めた。
　本部を中心にガソリン不足や地震、津波で家を失って出社できない社員のための支援を相馬市役所に要請し、
職場復帰できる生活環境の改善に奔走した。生産設備の修理では、取引業者や機械製造業者の技術者が名古屋方
面からも支援にかけつけ、社員と共に連日
復旧作業に取り組み、3月22日には全面稼
働することができた。同社は福島第一原子
力発電所から50キロメートル弱の距離に
立地しており、同社の高山慎也社長は、
｢放射能の安全宣言を出してほしい。｣ とし
ている。
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Case

震災直後（左）と稼働再開後（右）の工場の様子
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$   計画停電の中小企業への影響と東京電力の管内企業及び管内企業と直接取引を
行う管外企業数
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～東京電力の管内企業及び管内企業と直接取引を行う管外企業を合わせると、全国の約5割を占める～

資料：（株）帝国データバンク「産業調査分析SPECIA」再編加工
（注） データベースに取引情報が収録されている企業数を集計している。

　以上のように、計画停電は、業種によって様々
な影響を及ぼすとともに、我が国の多くの中小企
業がその影響を受けることとなった。計画停電は、
2011年4月8日に原則不実施となったが、今後、
夏期にかけて電力の需要抑制が必要となるため、
政府は、東京電力・東北電力管内において2011
年7月から9月の平日9時から20時までのピーク期
間・時間帯の使用最大電力について、大口需要家
13、小口需要家14、家庭で均一15%を抑制する目
標を設定している15。中小企業白書（2010年版）

では、中小企業は、大企業と比べてエネルギー消
費の効率改善の余地があることや、投資による省
エネルギー（以下「省エネ」という）への取組が
進んでいないことなどを指摘したが16、電力需要
を抑制しつつも、経済活動の水準を維持すべく、
より一層の省エネを推進することが求められる。
　こうした状況の中で、電力需給緊急対策本部に
おいて、夏期の電力需給対策が取りまとめられ、
電力需要を抑制するために、中小企業の取組を支
援している17。

13　契約電力500キロワット以上の事業者のことをいう。
14　契約電力500キロワット未満の事業者のことをいう。
15　 東北電力においても、太平洋側の火力発電所等を中心に甚大な設備被害が発生し、原子力発電所も安全確保のため停止していることから、今後、電力需給が逼迫

することが予想される。
16　中小企業白書（2010年版）p.108参照。
17　コラム1-2-5を参照。
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　電力需給緊急対策本部では、夏期に向けて電力需給逼迫が見込まれることから、夏期の電力需給対策を取りま
とめた。これに沿って、中小企業等の節電の取組を促進するため、業態別の「小口需要家の節電行動計画の標準
フォーマット」の周知、個別訪問・説明会の実施、東京中小企業家同友会作成の「中小企業のための節電対策簡
易マニュアル」による節電の啓発・情報提供等の支援が行われており、日本商工会議所、全国中小企業団体中央
会、全国商工会連合会、全国商店街振興組合連合会においても、会員企業に向けて節電の自主行動計画作成ガイ
ドラインが作成されている（コラム1-2-5図）。

コラム1-2-5図　夏期の電力需要を抑制するための中小企業対策
～夏期に向けて、電力需要を抑制するためにも、中小企業の取組を支援している～

（注） １．詳細は経済産業省ホームページを参照。
 　　 http://www.meti.go.jp/setsuden/20110513taisaku/ 

04.pdf
 ２．詳細は東京中小企業家同友会のホームページを参照。
 　　http://www.tokyo.doyu.jp/setuden.pdf         
 ３．詳細は（財）省エネルギーセンターのホームページを参照。
 　　http://www.eccj.or.jp/shindan/index.html
 ４．詳細は日本商工会議所のホームページを参照。
 　　 http : / /www. jcc i .o r . j p/news/ jcc i -news/2011/ 

0523100432.html

５．詳細は全国中小企業団体中央会のホームページを参照。
　　 http://www.chuokai.or.jp/info/setsuden01.pdf
６．詳細は全国商工会連合会のホームページを参照。
　　 http://www.shokokai.or.jp/top/Html/kigyo/2_104/110530

全国連ガイドライン（ver.1）.pdf
７．詳細は全国商店街振興組合連合会のホームページを参照。
　　 http://www.syoutengai.or.jp/saigaifukkyu/setsuden_

guideline.pdf

【夏期の電力需要を抑制するための支援】
① 業態別の節電行動計画の作成・実施のための取組例を示した「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマッ
ト 1」の周知。 
　・工場の取組例：
　　　生産設備の電源オフ、回転機の空転防止、電気炉、電気加熱装置の断熱強化等 
　・卸・小売店、飲食店、オフィスビル等の取組例：
　　　照明の間引きや消灯の徹底、空調の温度設定の引上げや使用エリアの限定等 

② 節電の必要性、取組方法等について情報提供・協力依頼を行うための個別訪問・説明会の実施。 

③ 東京中小企業家同友会「中小企業のための節電対策簡易マニュアル2」で、無料の省エネ診断3や省エネ設
備の導入支援等の中小企業向け支援制度の紹介。

④ 日本商工会議所4、全国中小企業団体中央会5、全国商工会連合会6、全国商店街振興組合連合会7におい
ても、会員企業に向けて節電の自主行動計画作成ガイドラインが作成されている。

節電で光熱費約15％削減に成功した企業

　東京都千代田区の株式会社久保工（従業員83名、資本金2億円）は、ビル・住宅の建設や不動産活用のコン
サルティング、環境緑化等の事業を行っている企業である。
　同社は、2009年より省エネへの取組を開始し、蛍光灯の間引き、こまめな消灯、LED照明の導入、給湯器
の不使用時オフ、空調やエレベーター使用の制限等を行っている。
また、環境緑化事業部では屋上緑化用の人工軽量土壌を開発し、建
設技術を活かして防水工事から施工まで総合的に行っており、本社
ビルにも屋上庭園や菜園、藤の壁面緑化を取り入れ、ヒートアイラ
ンド現象の防止や空調負荷の軽減に取り組んでいる。こうした取組
の結果、2010年には、2008年と比較して電気料金を約15％削
減することができた。
　同社は、今夏に見込まれる電力需給逼迫に対応し、使用電力
15％抑制の目標を達成すべく、クールビズの早期実施、空調の設
定温度の引上げといった更なる節電に取り組んでいる。
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Case

節電のため社員のエレベーター使用の制限を実施
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$  被災地域における出荷金額上位5品目

順位 品目名
出荷額（百億円） 構成比

（％）被災地域

その他の電子部品・デバイス・電子回路

集積回路

洋紙・機械すき和紙

自動車（二輪自動車を含む）

全品目

自動車部分品・附属品1

2

3

4

5

67

33

31

30

27

1,165

2,654

30,525

405

431

208

969

2.5

8.1

7.1

14.4

2.8

3.8

全国

～被災地域では、自動車部分品・附属品、その他の電子部品・デバイス・電子回路、集積回路といった品目の出荷額が大きい～

資料：経済産業省「平成20年工業統計表」再編加工
（注） １．被災地域は、青森県、岩手県、宮城県、福島県における災害救助法を適用した市町村 (2011年3月24日時点 )を集計した。
 ２．工業統計表の商品分類表の製造品番号に基づいた品目単位での集計値である。

　震災が発生した2011年3月の鉱工業生産指数を
見ると、直接被害の大きかった東北地方では、前
月からの減少率が石油製品工業が9割以上、家具
工業、鉄鋼業、パルプ・紙・紙加工製造業が6割
前後と大きくなっている一方で、四国を除くその

他の地域では、輸送機械工業の減少率が約3～5割
と、他の業種と比較して突出しており、被災地域
の企業からの原材料、部品等の供給が滞ったため、
全国的な影響が広がることとなったと考えられる
（第1-2-16図）。
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$  2011年3月の鉱工業生産指数（地域別）及び中小企業への影響

１位

２位

３位

４位

５位

全体

産業 ２月 ３月 前月比 産業 ２月 ３月 前月比 産業 ２月 ３月 前月比 産業 ２月 ３月 前月比 産業 ２月 ３月 前月比

輸送機械
工業

情報通信
機械工業

一般機械
工業

家具工業

皮革製品
工業

鉱工業

83.5

104.6

108.5

74.1

58.9

101.7

59.3

80.1

89.4

66.6

53.7

96.6

▲29.0

▲23.4

▲17.6

▲10.1

▲　8.8

▲　5.0

輸送機械
工業

食料品・
たばこ工業

金属製品
工業

一般機械
工業

パルプ・紙・
紙加工品工業

鉱工業

111.9

123.9

82.6

80.9

93.4

97.4

79.5

95.8

66.3

65.8

84.4

91.0

▲29.0

▲22.7

▲19.7

▲18.7

▲　9.6

▲　6.6

金属製品
工業

輸送機械
工業

鉱業

石油・石炭
製品工業

非鉄金属
工業

鉱工業

70.6

105.4

93.6

119.8

107.9

97.5

61.0

99.4

88.4

113.3

104.8

98.4

▲13.6

▲　5.7

▲　5.6

▲　5.4

▲　2.9

0.9

近畿 中国 四国

輸送機械
工業

情報通信
機械工業

プラスチック
製品工業

一般機械
工業

窯業・土石
製品工業

鉱工業

127.4

100.3 95.5

105.6

76.4

113.0

116.5

72.4

45.7

104.0

109.5

97.1

▲43.2

▲40.2

▲　8.0

▲　6.0

▲　4.8

▲　8.0

九州

輸送機械
工業

非鉄金属
工業

ゴム製品
工業

家具工業

一般機械
工業

鉱工業

99.3

93.8

96.0

74.9

93.9

97.9

52.9

78.3

81.1

64.0

80.3

82.7

▲46.7

▲16.5

▲15.5

▲14.6

▲14.5

▲15.5

全国

１位

２位

３位

４位

５位

全体

産業 ２月 ３月 前月比 産業 ２月 ３月 前月比 産業 ２月 ３月 前月比 産業 ２月 ３月 前月比

輸送機械
工業

家具工業

木材・木製品
工業

繊維工業

鉱工業

142.4

84.6

429.7

100.0

74.2

97.4

100.8

61.9

316.9

86.0

66.1

91.9

▲29.2

▲26.8

▲26.3

▲14.0

▲10.9

▲　5.6

石油
製品工業

家具工業

鉄鋼業

パルプ・紙・
紙加工品工業

化学工業

鉱工業

99.6

73.2

102.6

99.1

123.4

99.5

5.9

24.1

35.3

40.3

65.3

64.7

▲94.1

▲67.1

▲65.6

▲59.3

▲47.1

▲35.0

輸送機械
工業

ゴム製品
工業

石油・石炭
製品工業

鉄鋼業

一般機械
工業

鉱工業

80.9

79.9

91.3

103.1

93.0

91.1

40.3

58.1

67.0

76.9

71.5

74.2

▲50.2

▲27.3

▲26.6

▲25.4

▲23.1

▲18.6

北海道 東北 関東

輸送機械
工業

非鉄金属
工業

家具工業

電気機械
工業

プラスチック
製品工業

鉱工業

101.5

97.8

73.5

104.6

92.4

100.2

56.6

77.9

64.5

93.1

82.4

82.1

▲44.2

▲20.3

▲12.2

▲11.0

▲10.8

▲18.1

中部

非鉄金属
工業

（季節調整値 2005年＝100）

～輸送機械工業は、関東のみならず、2011年3月の落ち込みが全国的に大きかった～

資料：経済産業省「鉱工業生産指数」
（注） 地域別の鉱工業生産指数は、各経済産業局で作成、公表されているものを使用している。

【中小企業の状況】
○ 大手自動車メーカーも一部車種の生産を再開したものの、生産量は大幅に減少。東北地域からの供給が滞っている部品もあり、サプライチェーン全体にも大きな
影響が生じている。今後、当地域の三次・四次サプライヤーにあたる中小企業の資金繰り等について、大きな影響が顕在化するおそれがあるとの声がある。
　〔3月下旬〕（愛知県経済団体）
○ 被災地の建物損壊や計画停電による操業停止（短縮）で原材料供給が滞り、部品製造に影響。長期化すると、海外メーカー向け輸出用部品が、別の海外メーカーに
取って代わられ、復旧後も戻らないおそれあり。〔3月下旬〕（静岡県浜松商工会議所）
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　今回の震災は、被災地への配慮等からの自粛
ムードや長引く余震及び計画停電等の影響により
小売業や旅館、ホテル等のサービス業を中心に消
費マインドの低下を引き起こした。
　第1-2-17図の（株）帝国データバンク「震災の
影響と復興支援に対する企業の意識調査20」によ
ると、今回の震災が中小企業に及ぼした需要への
影響について、需要が減少又はやや減少と回答し

た企業の割合が小売業で約65％、サービス業で
60％強と高くなっており、消費マインドの低下に
よる需要の減少の影響が小売業、サービス業で大
きかったと考えられる。また、小売業、サービス
業への影響を地域別に見ると、東北、関東に加え
て、北海道、東海、中国でも、6割以上の企業が、
需要が減少又はやや減少と回答しており、影響が
全国的に波及したことが分かる。

�H������������
$  震災による中小企業の需要への影響

需要が減少（見込み含む）
影響はない
需要が増加（見込み含む）

需要がやや減少（見込み含む）
需要がやや増加（見込み含む）
分からない

20.420.47.57.5
（業種）
全体

（地域）
全体
北海道
東北
北関東
南関東
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

36.036.0 21.221.2 14.914.9 5.05.0 15.415.4 41.941.9 10.510.5 9.29.2 3.13.1 14.914.9

小売業

サービス業

卸売業

製造業

運輸・倉庫業

0% 100% 0% 100%

45.045.0 19.819.8 11.711.7 6.36.3 1.81.8 15.315.3

49.349.3 10.710.7 8.08.0 12.012.0 9.39.3 10.710.7

46.646.6 15.915.9 5.75.7 12.512.5 4.54.5 14.814.8

48.148.1 21.421.4 8.88.8 7.67.6 3.13.1 11.011.0

29.329.3 20.720.7 10.310.3 20.720.7 5.25.2 13.813.8

41.841.8 21.321.3 9.99.9 10.610.6 2.12.1 14.214.2

31.931.9 23.823.8 9.59.5 10.510.5 3.33.3 21.021.0

39.439.4 25.525.5 9.69.6 9.69.6 0.00.0 16.016.0

27.327.3 11.411.4 20.520.5 11.411.4 2.32.3 27.327.3

32.432.4 17.617.6 21.121.1 5.65.6 2.12.1 21.121.1

43.943.9 20.820.8 9.89.8 8.98.9 3.63.6 13.113.1

41.441.4 20.320.3 10.710.7 9.39.3 3.03.0 15.415.4

38.638.6 22.122.1 7.07.0 14.314.3 4.94.9 13.013.0

33.633.6 22.622.6 5.85.8 17.217.2 5.85.8 15.015.0

35.035.0 17.517.5 5.05.0 21.521.5 5.65.6 15.415.4

～業種別に見ると、小売業、サービス業で、需要が減少又はやや減少と回答した企業の割合が高く、小売業、サービス業の中では、東北、関東に加えて、北海道、東海、
中国でも、6割以上の企業が、需要が減少又はやや減少と回答しており、全国的に影響が及んだ～

資料： （株）帝国データバンク「震災の影響と復興支援に対する企業の意識調査」
（2011年3月）

（注） １．中小企業のみを集計している。
 ２．右図は小売業及びサービス業のみを集計している。

【中小企業の状況】
○ 3月の売上高は、前年同月比で約4割の減少。原子力発電所事故や計画停電等の影響でとても洋服を買うムードではない。〔4月上旬〕（東京都中央区、婦人服卸売業）
○ エコポイントが3月末までで、駆け込み需要を期待したが、地震後は全く売れなくなった。このため、当社が行う家電装置に伴う配線工事も見込みを下回った。
〔4月上旬〕（大阪府東大阪市、電気配線工事業）
○ 震災直後はチラシの受注が全面キャンセルとなったため、3月の売上は前年比7割減と大幅に落ち込んだ。最近は大手を中心に少しずつ戻りつつあるが、4月一杯
までは通常水準に戻らないだろう。ガソリンの高騰も大きく響いており、採算は非常に厳しい。〔4月上旬〕（東京都世田谷区、広告代理業）
○ 宮島の近くで和菓子（主に土産物用）の製造小売を営んでいる。宮島は外国人観光客が多いが、震災以降はめっきり少なくなり、当社の売上にも大きく影響して
いる。〔4月上旬〕（広島県廿日市市、和菓子小売業）

　ここまで、今回の震災による消費マインドの低
下が小売業やサービス業を中心に全国的に影響を
及ぼしたことを述べてきたが、ここからは、小売
業と旅館、ホテル等のサービス業のそれぞれへの
影響について見ていく。
　第1-2-18図は、大型小売店を除く小売業販売額

の前年同月比増減率の推移を示したものである
が、震災が発生した2011年3月は前年同月比が
8.9％と大きく低下しており、震災による消費マ
インドの低下が中小小売業販売額に大きな影響を
及ぼしたと考えられる21。

20　（株）帝国データバンクが2011年3月に22,097社を対象に実施した調査。回収率は48.6％。
21　総務省 ｢家計調査｣ によると、震災発生後に食料への支出は増加した一方、被服及び履物、教養娯楽への支出は減少した。付注1-2-2参照。
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消費マインドの低下の中でも、売上回復に尽力する企業

　宮城県石巻市の株式会社モビーディック（従業員81名、資本金8,300万円）は、人体工学に基づいた高品質
のウェットスーツで国内トップシェアを占める企業である。震災の影響でリードタイムは平時を下回っている状
況であるが、震災前から取引先と強い信頼関係を有しており、消費マインドが低下する中でも、全国の取引先か
らの支援を受けて、受注を確保している。
　同社の保田守社長は、｢当社はレジャー関連製品が中心なので、早期に消費マインドが回復してほしい。」と考
えており、工場の稼働状況も徐々に戻していく予定である。
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Case

22　コラム1-2-6を参照。

自粛ムードを取り払う取組を行っている商店街

　東京都杉並区の高円寺銀座商店会協同組合の飲食店経営者が中心となり、顧客とともに行う被災地支援チャリ
ティプロジェクト ｢オー・ド・ヴィー｣ を立ち上げた。
　消費者に外食や飲酒を自粛するのではなく、飲食店を利用する際に、店舗ごとのチャリティメニューや「もう
一品」、「もう一杯」を注文してもらうことで、売上の一部を被災地域に送ろうという事業である。飲食店ならで
はの募金活動として被災地域への直接支援ができる上に、消費マインドの低下により売上が大きく影響を受ける
街を活性化させることにもつながることから、同商店街は、この活動を積極的に支援している。さらに、各方面
に働きかけをしたところ、高円寺の10商店街が加盟する ｢高円寺商店街連合会｣ の後援を得ることもでき、同
商店街の取組の認知度が高まり、更なる取組につながることが期待される。

�Ä�«������������

Case

　本節では、被災地域からの原材料、部品等の供
給停滞によるサプライチェーンへの影響や被災地
域への配慮からの自粛等による消費マインドの低
下の小売業、サービス業等への影響が、全国的に
波及したことを見てきた。こうした影響の全国的

な広がりを受け、政府は、融資や保証による資金
繰り支援、雇用調整助成金や雇用保険による雇用
支援に加えて、窓口や電話による相談体制設置等
の支援を行っている22。

　以上、小売業、旅館、ホテル等のサービス業を
中心に、消費マインドの低下が我が国の消費を冷
え込ませていることを見てきたが、こうした中で

も、自粛ムードを取り払う取組を行っている商店
街や消費マインドの低下の中でも売上回復に尽力
する企業も存在する。
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最近の中小企業の動向

　本章では、今回の東日本大震災の被害が東日本
の極めて広域に及ぶだけでなく、大規模な地震と
津波に加え原子力発電所事故が重なるという、未
曾有の複合的な大災害であり、その影響が被災地
域の中小企業のみならず、被災地域の企業と取引
のある中小企業等に広範に及んでいることを見て
きた。被災地域の社会生活や経済活動の一刻も早
い復興を図り、東日本大震災が我が国経済に与え
る影響を最小限のものとするためにも、政府とし
ては中小企業の多様なニーズに対応し、中小企業
支援に万全を期していく。

　こうした状況を踏まえて、続く第2部では、中
小企業が、我が国の産業、生活の基盤をどのよう
に支えているのか、急速な景気低迷や深刻化する
構造的課題にどのように対応しているのかを示
し、我が国の経済社会における中小企業の重要性
について分析を行い、第3部では、震災による厳
しい状況の中で、我が国経済が持続的に成長する
ための取組として、起業、転業、労働生産性の向
上、国外からの事業機会の取り込みの現状と課題
について分析を行っていく。


